
世帯全員が
令和５年度住民税

非課税者
はい

世帯全員が課税者から
扶養されている

はい 対象外

　　　　　　　いいえ 　　　　　　　いいえ

世帯全員が
令和5年度住民税

均等割のみ課税世帯
はい

加算対象となる児童は１８歳以下
（平成１７年４月２日以降生まれ）である

いいえ 対象外

　　　　　　　はい

対象外

　　　　　　はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    いいえ

申請書に別居
している児童
名を記入し、
児童を扶養し
ている証明を
添付（保険証
等）

　　　　　　はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいえ

❶該当者：４月下旬に申請書を送付します
❷該当者：６月下旬に申請書を送付します

提出期限：令和６年８月３０日
　　　　　（当日消印有効）

こども加算支給対象世帯フローチャート

社会福祉課で現在実施中の
❶令和５年度非課税給付
（２月末申請〆切：３月中に支給予定）
　　　　　　　　　又は
❷令和５年度均等割のみ課税給付
（４月末申請〆切：５月中に支給予定））の
支給が終わるのをお待ちください
※❶❷の給付金支給後は、申請書を送付しま
す

❶❷の給付金で申請〆切後、未申請が発覚し
た方は、こどもの加算のみ受給できますの
で、子育て支援課へお問合せください

提出期限：令和６年８月３０日
　　　　　（当日消印有効）

給付対象となる世帯主と対象児童は同一世帯である

社会福祉課で現在実施中の
❶令和５年度非課税給付
（２月末申請〆切：３月中に支給予定）
　　　　　　　　　又は
❷令和５年度均等割のみ課税給付
（４月末申請〆切：５月中に支給予定）のいずれかを受給
した

※令和５年１２月１日時点で白井市に住民票がある世帯が前提条件です
※このチャートは一般的な事例を想定しています

　　　　　いいえ 例外として、令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児

で令和6年9月17日までに申請書を提出する場合も対象になります


